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生乳の一般競争入札売渡しに関する公示

北海道指定生乳生産者団体ホクレン農業協同組合連合会（以下「ホクレン」という。）は、「今後の生乳取引のあり方について」（平成27年10月、農林水産省「生乳取引のあり方等検討会」）に基づき、平成31年3月7日実施の3回目入札にて不落となった生乳を以下のとおり売渡します。

１．入札の日時
（１）平成31年3月26日（火）午前10時から11時30分まで

２．入札に付する品目、規格及び数量
（１）品目 　　生乳
（乳製品向：脱脂粉乳・バター等向、チーズ向、生クリーム等向に限る）
（２）規格　　「乳および乳製品の成分規格等に関する省令」第３条に定める乳等の成分規格等の基準をみたすものとします。
（３）数量 　　3千㌧　　第四半期（2020年1～3月）の入札枠とし、落札数量を当該四半期にて案分取引とします。

３．応札最小単位
応札の最小単位は、1,000トンとします。
なお、1社による入札口数は、3枚までとします。

４．入札の方法
（１）一般競争入札とします。
（２）「今後の生乳取引のあり方について－生乳取引のあり方等検討会－」にて報告された「生乳における入札取引の基本的枠組みについて」および「生乳の入札取引実施要領」に基づく入札とします。

５．入札
（１）入札は、入札書（様式第２号イ）の提出により行うものとします。
（２）入札書の提出先は、ホクレン酪農部生乳共販課とします。
（３）入札は、生乳1㎏当たりの入札価格（消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。）及び数量をもって行うものとします。なお、入札価格は乳脂肪分率3.5％、無脂乳固形分率8.362％を基準とし、落札後、実際に配乳した生乳の乳成分により、それぞれ本会が別途設定する平成31年度脱脂粉乳・バター等向成分単価にてスライドした金額で精算するものとします。
（４）落札後、配乳する生乳の規格および検査については、下記のとおりとします。
ア　生乳の格付は、畜産経営の安定に関する法律施行規則第２条に規定する規格および脂肪率等品質の格差によるものとします。
イ　生乳の検査の実施機関は、公益社団法人北海道酪農検定検査協会とします。
ウ　検査の場所は、覚書に定める受渡場所とします。
エ　検査の方法は、公益社団法人北海道酪農検定検査協会の定めるところによるものとします。
（５）入札価格は北海道内工場においては工場着価格、北海道外工場においては北海道内発価格とし、送乳については原則としてホクレンが実施し、北海道外工場向輸送費については、入札価格とは別に、その経費実費をもって乳業者が負担するものとします。

６．入札の無効
次の各号の1に該当する入札は、無効とします。
（１）入札申し込みに際し、虚偽の申告をした者がした入札
[bookmark: _GoBack]（２）入札書の入札価格を訂正した入札、円位未満の端数を付した入札、その他入札書が所定の記載方法によらない入札
（３）入札保証金が応札金額の100 分の5に満たない者がした入札
（４）入札に付した数量を超えて入札した者の入札
（５）入札書および入札参加申込書に代表者印が無い入札
（６）入札制限を設けた場合に、その制限に反して入札をしたものの入札

７．入札参加資格者
平成31年1月31日の「生乳の一般競争入札売渡しに関する公示」に関連し平成31年2月7日までに入札参加申込みをした乳業者とします。

８．入札結果の公表等
（１）入札の結果は、ホクレンホームページ(https://www.hokuren.or.jp/）にて公表します。
（２）ホクレンは、入札により決定した買受人に対し、売渡通知書を交付します。

９．契約の締結
（１）契約の締結は、売渡通知書の交付を受けた買受人が契約保証金を納付し、生乳取引基本契約書・覚書を締結することにより成立するものとします。
（２）買受人に決定した者は、契約金額（５．（３）に記載のある内容を踏まえた金額、消費税相当額を含む。）の6分の1 以上（4半期毎入札の場合は3分の2以上）の契約保証金を平成31年4月2日（火）までにホクレンに納付するものとします。契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税に相当する額（１円未満は四捨五入）を加算した金額の合計額とします。

10．連絡先
ホクレン農業協同組合連合会　酪農部　生乳共販課
住所：札幌市中央区北4条西1丁目
TEL：011-232-6190 FAX：011-221-9274
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